
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

令

和

四

年

川

真

田

た
く
み

後

援
会

河

野

利

英

岸

田

益

雄

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
五
二
〇
番
地

十

二

月

十

九

日

令

和

四

年

多

田

ひ

で

後

援

会

久

住

浩

子

向

井

眞

一

徳
島
市
北
沖
洲
二
丁
目
一
〇－

五
七

十

二

月

二

十

日

名
東
郡
佐
那
河
内
村
上
字
平
間
三
七

令

和

四

年

岩

佐

洋

介

後

援

会

岩

佐

洋

介

松

尾

亜

佳

理

番
地

十

二

月

二

十

日

小
松
島
市
田
野
町
字
高
田
三
〇
九
番

令

和

四

年

間

愛

結

美

後

援

会

間

愛

結

美

間

恵

子

地

十
二
月
二
十
六
日

那
賀
郡
那
賀
町
小
仁
宇
字
舟
津
の
上

令

和

四

年

峯

田

繁

廣

後

援

会

峯

田

繁

廣

峯

田

美

知

子

一
五
四
番
地
三

十
二
月
二
十
七
日

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
高
畑
一
三
五

令

和

五

年

井

内

せ

い

じ

後

援

会

井

内

清

二

井

内

真

喜

四－

二

一

月

四

日

新

し

い

徳

島

を

つ

く
る

令

和

五

年



柿

成

昇

司

岡

村

誠

徳
島
市
問
屋
町
一
四
番
地

み

ん

な

の

会

一

月

四

日

内

藤

市

長

リ

コ

ー

ル
と

徳
島
市
西
船
場
町
一
丁
目
一
三

新

令

和

五

年

久

次

米

尚

武

吉

川

幸

美

議
会
を
変
え
る
市
民
の
会

居
ビ
ル
四
階

一

月

四

日

徳
島
市
川
内
町
鶴
島
一
七
八－

一

令

和

五

年

お
さ
だ
よ
し
な
り
後
援
会

長

田

善

成

長

田

善

成

サ
ン
ト
ノ
ー
レ
吉
野
川
一
〇
〇
四
号

室

一

月

十

日

令

和

五

年

徳

島

新

未

来

創

生

会

後

藤

田

正

純

十

川

昌

史

徳
島
市
問
屋
町
五
七

一

月

十

日


